
ファイル名:【四半期】表紙ワード0000000_1_00076.doc 更新日時:8/13/2015 2:31:00 PM 印刷日時:15/08/13 14:37 

 

四半期報告書 
 

(第39期第１四半期) 

自 平成27年４月１日 
至 平成27年６月30日 

 

 

(E 0 3 7 2 1) 

 



ファイル名:【四半期】目次0000000_4_00076.doc 更新日時:8/13/2015 2:35:00 PM 印刷日時:15/08/13 14:37 

目      次 

 

頁

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………３ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………４ 

１ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………４ 

２ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………４ 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………５ 

第３ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………９ 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………９ 

２ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………13 

第４ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………14 

１ 【四半期連結財務諸表】…………………………………………………………………………15 

２ 【その他】…………………………………………………………………………………………28 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………29 

 

[四半期レビュー報告書] 

 



－ 1 －

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年８月14日

【四半期会計期間】 第39期第１四半期（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

【会社名】 アイフル株式会社

【英訳名】 AIFUL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 吉 孝

【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381－１

【電話番号】 075（201）2000（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部・総務部担当兼総務部長 津 田 和 彦

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381－１

【電話番号】 075（201）2000（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部・総務部担当兼総務部長 津 田 和 彦

【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社 東京支社

（東京都港区芝二丁目31番19号）

アイフル株式会社 千葉支店

（千葉市中央区富士見二丁目４番13号）

アイフル株式会社 大宮西口支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目１番地26）

アイフル株式会社 横浜西口支店

（横浜市西区北幸一丁目８－２）

アイフル株式会社 金山支店

（名古屋市中区金山四丁目６番２号）

アイフル株式会社 梅田支店

（大阪市北区梅田一丁目２番２－100号）

アイフル株式会社 三宮支店

（神戸市中央区三宮町一丁目８－１）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

決算短信 （宝印刷）  2015年08月05日 12時28分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



－ 2 －

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第１四半期
連結累計期間

第39期
第１四半期
連結累計期間

第38期

会計期間

自 平成26年
　 ４月１日
至 平成26年
　 ６月30日

自 平成27年
　 ４月１日
至 平成27年
　 ６月30日

自 平成26年
　 ４月１日
至 平成27年
　 ３月31日

営業収益 (百万円) 21,649 21,716 86,352

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 3,368 3,382 △36,498

親会社株主に帰属する
四半期純利益
又は親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(百万円) 3,587 3,413 △36,499

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 3,728 3,149 △36,547

純資産額 (百万円) 137,369 100,657 97,475

総資産額 (百万円) 552,901 547,445 560,323

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額（△）

(円) 7.46 7.07 △75.74

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) 7.42 7.06 ―

自己資本比率 (％) 24.8 18.2 17.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,224 △7,570 18,503

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 62 △927 △6,385

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △16,868 △7,841 △26,588

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 54,304 36,274 52,586

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社（以下、当社と合わせて「当社グループ」という。）

が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

また、当第１四半期連結累計期間において存在している、継続企業の前提に関する重要事象等は次のとおりであり

ます。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長

期の資金調達を行ってまいりましたが、平成18年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負担増

や近年の急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が

困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。

当該状況を解消すべく、当社グループは「３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（６）重

要事象等について」に記載のとおり、新事業計画に定められた具体的な対応策の実施と、新たに定められた最終弁済

期日までに金融支援に係る債務を完済することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し

ております。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の積極的な経済政策などを背景に回復基調にあるもの

の、中国経済の減速やギリシャの債務問題などを受け、先行きは不透明な状況となっております。

消費者金融業界におきましては、大手各社の積極的な広告展開などにより新規成約件数は引き続き好調に推移し

ており、また、営業貸付金残高においても着実に回復しております。

一方、業界最大の事業リスクである利息返還請求については、ピーク時からは着実に減少しているものの、足元

ではほぼ横ばいで推移しており、未だ不透明感が続いております。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、最大の経営課題である利息返還請求へ対応しつつ、今後

の収益基盤の強化のため、新規成約件数や営業貸付金残高の増加に努めるなど、グループ全体で営業アセットの拡

大に取り組んでおります。

また、平成26年７月より継続していただいておりました金融支援に係る債務52,700百万円については、平成27年

７月10日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関するお知らせ」に記載のとおり、最終弁済期日を変更し完

済することを対象債権者の皆様と合意しております。

今後におきましても、利息返還請求へ対応しつつ、引き続きグループ全体での事業効率の向上を図るとともに、

優良債権の獲得による債権ポートフォリオの良質化や更なる新規成約件数の増加に努め、トップラインの増加を目

指してまいります。

（業績の概況）

当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は21,716百万円（前年同期比0.3％増）となりまし

た。その主な内訳といたしましては、営業貸付金利息が10,705百万円（前年同期比9.7％減）、包括信用購入あっせ

ん収益が3,512百万円（前年同期比6.8％増）、信用保証収益が3,167百万円（前年同期比55.3％増）、買取債権回収

高が506百万円（前年同期比17.6％増）、償却債権回収額が1,667百万円（前年同期比21.6％減）となっております。

営業費用につきましては、貸倒引当金繰入額が1,028百万円減少したものの、金融費用415百万円や一般管理費の

うち販売促進費が658百万円増加したことなどにより、184百万円増加の18,405百万円（前年同期比1.0％増）とな

っております。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は3,311百万円（前年同期比3.4％減）

となり、経常利益は3,382百万円（前年同期比0.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,413百万円（前年

同期比4.8％減）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。
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（アイフル株式会社）

〔ローン事業〕

無担保ローンにつきましては、テレビやＷＥＢを中心とした効果的な広告宣伝に加え、積極的な無人店舗の出店

により、新規成約件数の増加や債権ポートフォリオの良質化に努めております。

当第１四半期連結累計期間における当社の無担保ローン新規成約件数は４万４千件（前年同期比23.2％増）、成

約率は44.3％（前年同期比0.7ポイント減）となり、その結果、当第１四半期連結会計期間末における無担保ロー

ンの営業貸付金残高は236,713百万円（前期末比3.2％増）となりました。

また、有担保ローンの営業貸付金残高は26,763百万円（前期末比8.6％減）、事業者ローンの営業貸付金残高は

5,678百万円（前期末比3.6％減）となり、営業貸付金残高は269,155百万円（前期末比1.7％増）となりました（債

権の流動化によりオフバランスとなった営業貸付金35,989百万円が含まれております。）。

〔信用保証事業〕

信用保証事業につきましては、新規提携先の開拓に加え、既存提携先への新商品の提案及び販売促進支援によ

り、保証残高の拡大に努めております。

その結果、当第１四半期連結会計期間末における個人向け無担保ローン保証先は83社、支払承諾見返残高は

55,308百万円（前期末比0.8％減）となりました。また、事業者向け無担保ローン保証先は96社、支払承諾見返残

高は34,975百万円（前期末比1.7％増）となりました。

なお、事業者向け無担保ローンの支払承諾見返残高のうち26,293百万円はビジネクスト株式会社への保証による

ものです。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社の営業収益は13,607百万円（前年同期比3.0％減）、営業利

益は1,526百万円（前年同期比22.1％減）、経常利益は2,140百万円（前年同期比13.2％減）、四半期純利益は2,285

百万円（前年同期比12.2％減）となりました。

（ライフカード株式会社）

〔包括信用購入あっせん事業〕

包括信用購入あっせん事業につきましては、ＷＥＢを中心とした機能拡充など、カード会員の利便性向上に取り

組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における取扱高は148,860百万円（前年同期比11.9％増）、当第１四半期連

結会計期間末における包括信用購入あっせん事業に係る割賦売掛金残高は82,465百万円（前期末比0.0％減）とな

りました（債権の流動化によりオフバランスとなった割賦売掛金1,854百万円が含まれております。）。

〔カードキャッシング事業〕

カードキャッシング事業における、当第１四半期連結会計期間末における営業貸付金残高は31,176百万円（前期

末比0.2％減）となりました（債権の流動化によりオフバランスとなった営業貸付金1,880百万円が含まれておりま

す。）。

〔信用保証事業〕

信用保証事業につきましては、新規提携先の開拓に加え、既存提携先への新商品の提案及び販売促進支援によ

り、保証残高の拡大に努めております。

その結果、当第１四半期連結会計期間末における個人向け無担保ローン保証先は155社、支払承諾見返残高は

20,464百万円（前期末比1.6％減）となり、事業者向け無担保ローン保証先は30社、支払承諾見返残高は589百万円

（前期末比7.9％増）となりました。
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以上の結果、当第１四半期連結累計期間におけるライフカード株式会社の営業収益は7,097百万円（前年同期比

3.4％増）、営業利益は895百万円（前年同期比1.4％減）、経常利益は934百万円（前年同期比13.6％増）、四半期純利

益は1,003百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

（その他）

当第１四半期連結累計期間における報告セグメントに含まれない連結子会社３社（ビジネクスト株式会社、アス

トライ債権回収株式会社、ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社）の営業収益は1,110百万円（前年同期

比29.7％増）、営業利益は280百万円（前年同期比304.6％増）、経常利益は307百万円（前年同期比306.8％増）、四

半期純利益は255百万円（前年同期比317.5％増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前期末に比べ

16,311百万円減少の36,274百万円（前期末比31.0％減）となりました。当第１四半期連結累計期間における、各キ

ャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は7,570百万円（前年同期は4,224百万円の回収）となりました。これは主に、営業

貸付金の増加による資金の減少、利息返還損失引当金の減少による資金の減少などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は927百万円（前年同期は62百万円の回収）となりました。これは主に、有形及び

無形固定資産、投資有価証券の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は7,841百万円（前年同期比53.5％減）となりました。これは主に、借入金の返済

及び社債の償還による支出によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループは、平成26年７月10日で事業再生計画期間が終了し、借入金の残存債務52,700百万円については金

融支援を継続していただいておりましたが、平成27年７月10日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関する

お知らせ」に記載のとおり、当該金融支援の対象債権に係る債務について最終弁済期日を変更し、同年９月末日ま

でに完済することを対象債権者の皆様と合意しております。

今後におきましても、最大の経営課題である利息返還請求へ対応しつつ、グループ全体での事業効率の向上を図

るとともに、優良債権の獲得による債権ポートフォリオの良質化や更なる新規成約件数の増加に努め、トップライ

ンの増加を目指してまいります。

このほか、当社グループは、今後の経営環境の変化に的確に対処すべく、社内規程や内部管理態勢の強化など、

更なるコンプライアンス態勢の充実に努めてまいります。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、お客様へのご融資などの営業活動に対して資金を必要としており、金融機関等からの借入れや

社債の発行等により資金調達を行っております。

（短期有利子負債）

当社グループの短期有利子負債は、金融機関等からの借入れによっております。当第１四半期連結会計期間末の

短期有利子負債は59,330百万円であります。その平均利率は1.44％であります。

（長期有利子負債）

当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当第１四半期連結会計

期間末における長期有利子負債（１年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社債を含みます。）は

159,808百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは121,008百万円であり、その平均利

率は2.65％であります。また社債の発行による資金調達は38,800百万円であり、その平均利率は6.45％でありま

す。

なお、社債に係る償還満期までの最長期間は４年10ヶ月（平成32年４月）であります。

(6) 重要事象等について

当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・

長期の資金調達を行ってまいりましたが、平成18年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負

担増や急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が

困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。

当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立及び財務体質

の抜本的な改善を図るため、平成21年９月24日、事業再生ＡＤＲ手続の申込を行い、同年12月24日に開催された債

権者会議において金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ＡＤＲ手続が成立いたしました。

また、平成26年７月10日で事業再生計画期間が終了し、借入金の残存債務52,700百万円については金融支援を継

続していただいておりましたが、平成27年７月10日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関するお知らせ」

に記載のとおり、当該金融支援の対象債権に係る債務について最終弁済期日を変更し、同年９月末日までに完済す

ることを対象債権者の皆様と合意しております。

当社グループは、新事業計画に定められた具体的な対応策の実施と、新たに定められた最終弁済期日までに金融

支援に係る債務を完済することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月05日 12時28分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）



－ 9 －

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株）

普通株式 1,136,280,000

計 1,136,280,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数 (株)
(平成27年６月30日)

提出日現在発行数 (株)
(平成27年８月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 483,589,536 483,607,536
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数100株

計 483,589,536 483,607,536 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　 当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成27年６月15日

新株予約権の数（個） 31,677 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,583,850 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 407 (注)２

新株予約権の行使期間 平成29年７月１日～平成31年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格
資本組入額

564
282

新株予約権の行使条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、50株であります。

２．新株予約権の行使により株式の交付を受けるに際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使によ

り交付を受ける株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額とす

る。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当

社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。

ただし、その価額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、

割当日の終値とする。

なお、割当日以降、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は、切り上げるものとする。

(1) 調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行うとき

は（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、新株予

約権の行使を除く。）、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる

ものとする。ただし、新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価

額の調整を行わない。

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

(2) 調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行(処分)前の株価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社の保有する普通株式に

係る自己株式を控除した数とする。

３．(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員である

ことを要するものとする。ただし、従業員が定年で退職した場合には、この限りではない。

　 (2) 本新株予約権の相続は認めない。

　 (3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
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４．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上

を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分

割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新

株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予

約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において

定める場合に限る。

　 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

　 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的

となる株式の数(株)」に準じて決定する。

　 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」に準じて決定する。

　 (5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

　 (8) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。

　 (9) 新株予約権の取得条項

① 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不

要の場合は当社取締役会決議)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得すること

ができるものとする。

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ．当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社が承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

② 当社は、新株予約権者が、上記(8)に定める行使条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し

得なくなった場合、又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

83,000 483,589,536 3 143,405 △150,306 3

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成27年７月１日から平成27年７月31日までの間に、新株予約権の行使より発行済株式総数が18,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。

３．平成27年５月18日開催の取締役会において、会社法第448条第１項の規定に基づく、欠損填補を行っており

ます。なお、これにより、資本準備金150,310百万円が減少しております。

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成27年６月30日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式（その他) ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等) 普通株式 916,700 ― ―

完全議決権株式（その他) 普通株式 482,533,000 4,825,330 ―

単元未満株式 普通株式 56,836 ― ―

発行済株式総数 483,506,536 ― ―

総株主の議決権 ― 4,825,330 ―

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式700株が含まれております。

また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式22株及び証券保管振替機構名義の株式60株が含ま

れております。

② 【自己株式等】

平成27年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株

式数の割合
(％)

（自己保有株式）
アイフル株式会社

京都市下京区烏丸通
五条上る高砂町381－１

916,700 ― 916,700 0.19

計 ― 916,700 ― 916,700 0.19

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」といいます。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」（平

成11年総理府・大蔵省令第32号。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,590 36,278

営業貸付金 ※2,※5,※6 287,650 ※2,※5,※6 290,103

割賦売掛金 ※3 84,332 ※3,※5 82,261

営業投資有価証券 688 651

支払承諾見返 111,472 111,338

その他営業債権 5,994 5,868

買取債権 2,190 1,913

その他 13,225 13,924

投資損失引当金 △9 △9

貸倒引当金 ※7 △48,757 ※7 △46,004

流動資産合計 509,377 496,325

固定資産

有形固定資産 17,678 17,607

無形固定資産 2,575 2,955

投資その他の資産 ※8,※9 30,692 ※8,※9 30,556

固定資産合計 50,946 51,120

資産合計 560,323 547,445

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,158 9,816

支払承諾 111,472 111,338

短期借入金 51,460 59,330

1年内償還予定の社債 25,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 7,713 7,713

未払法人税等 555 161

引当金 4,262 3,900

その他 ※4 12,248 ※4 13,404

流動負債合計 222,869 215,663

固定負債

社債 28,800 28,800

長期借入金 113,982 113,295

利息返還損失引当金 93,405 85,179

その他 3,791 3,849

固定負債合計 239,978 231,124

負債合計 462,848 446,787
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 143,401 143,405

資本剰余金 ※1 164,469 ※1 13,904

利益剰余金 △208,152 △54,170

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 96,608 100,029

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 128 △134

その他の包括利益累計額合計 128 △134

新株予約権 738 763

純資産合計 97,475 100,657

負債純資産合計 560,323 547,445
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

営業収益

営業貸付金利息 11,855 10,705

包括信用購入あっせん収益 3,288 3,512

個別信用購入あっせん収益 34 31

信用保証収益 2,039 3,167

その他の金融収益 3 0

その他の営業収益 4,428 4,299

営業収益合計 21,649 21,716

営業費用

金融費用 1,376 1,791

売上原価 312 355

その他の営業費用 16,532 16,258

営業費用合計 18,220 18,405

営業利益 3,428 3,311

営業外収益

為替差益 ― 32

その他 66 46

営業外収益合計 66 79

営業外費用

為替差損 94 ―

貸倒引当金繰入額 23 2

その他 9 5

営業外費用合計 126 8

経常利益 3,368 3,382

特別利益

投資有価証券売却益 322 ―

特別利益合計 322 ―

税金等調整前四半期純利益 3,690 3,382

法人税、住民税及び事業税 109 55

法人税等調整額 △5 △86

法人税等合計 103 △31

四半期純利益 3,587 3,413

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,587 3,413
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 3,587 3,413

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 141 △263

その他の包括利益合計 141 △263

四半期包括利益 3,728 3,149

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,728 3,149

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,690 3,382

減価償却費 790 541

投資損失引当金の増減額（△は減少） 13 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,297 △3,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △448 △461

ポイント引当金の増減額（△は減少） 120 100

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △8,125 △8,225

受取利息及び受取配当金 △11 △14

投資有価証券売却損益（△は益） △322 ―

営業貸付金の増減額（△は増加） 6,799 △2,453

割賦売掛金の増減額（△は増加） 4,457 2,071

その他営業債権の増減額（△は増加） 184 126

買取債権の増減額（△は増加） 19 276

破産更生債権等の増減額（△は増加） 683 413

営業保証金等の増減額（△は増加） 333 △7

その他の流動資産の増減額（△は増加） 855 △620

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,869 661

その他 △248 9

小計 4,624 △7,234

利息及び配当金の受取額 11 14

法人税等の還付額 0 ―

法人税等の支払額 △411 △350

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,224 △7,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △320 △117

有形固定資産の売却による収入 141 0

無形固定資産の取得による支出 △69 △630

投資有価証券の取得による支出 ― △140

投資有価証券の売却による収入 372 ―

その他 △61 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー 62 △927
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(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 147,660 174,140

短期借入金の返済による支出 △147,920 △166,270

長期借入金の返済による支出 △16,575 △686

社債の償還による支出 ― △15,000

株式の発行による収入 ― 5

自己株式の取得による支出 △0 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,868 △7,841

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,571 △16,311

現金及び現金同等物の期首残高 66,876 52,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 54,304 ※1 36,274
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」といいま

す。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」といい

ます。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」といいます。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資本剰余金には、簡易株式交換方式による資本準備金増加額18,693百万円（資本連結手続上、認識された子会社

株式評価差額金13,900百万円を含む）が含まれております。

※２ 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

236,869百万円 242,966百万円

※３ 割賦売掛金

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

包括信用購入あっせん 83,680百万円 81,647百万円

個別信用購入あっせん 651 613

計 84,332 82,261

※４ 割賦利益繰延

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

当期首
残高

(百万円)

当期
受入高
(百万円)

当期
実現高
(百万円)

当期末
残高

(百万円)

包括信用購

入あっせん
340 13,323 13,297

366
(37)

個別信用購

入あっせん
0 △0 0

0
(―)

信用保証 32 1,279 1,285
26

(―)

融資 ― 7,311 7,311
―

(―)

計 373 21,915 21,895
393
(37)

当期首
残高

(百万円)

当四半期
受入高
(百万円)

当四半期
実現高
(百万円)

当四半期末
残高

(百万円)

包括信用購

入あっせん
366 3,411 3,439

339
(28)

個別信用購

入あっせん
0 ― 0

0
(―)

信用保証 26 321 323
24

(―)

融資 ― 1,755 1,755
―

(―)

計 393 5,488 5,518
363
(28)

(注) （ ）内金額は、加盟店手数料で内書きとなっております。

※５ 債権の流動化に伴うオフバランスとなった金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

営業貸付金 62,367百万円 64,163百万円

割賦売掛金 ―百万円 1,854百万円
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※６ 営業貸付金に係る貸出コミットメント

前連結会計年度(平成27年３月31日)

流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、268,315百万円は、リボルビング契約によるもの

であります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で

反復して追加借入ができる契約であります。

同契約に係る融資未実行残高は、697,572百万円（有担保リボルビング契約及び事業者向けリボルビング契約の合

計8,521百万円を含む）であります。

なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随

時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれてお

り、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

当第１四半期連結会計期間(平成27年６月30日)

流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、272,266百万円は、リボルビング契約によるもの

であります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で

反復して追加借入ができる契約であります。

同契約に係る融資未実行残高は、705,056百万円（有担保リボルビング契約及び事業者向けリボルビング契約の合

計8,631百万円を含む）であります。

なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随

時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれてお

り、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

※７ 貸倒引当金のうち、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

17,388百万円 16,222百万円

※８ 資産の金額から直接控除している投資損失引当金の額

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

投資その他の資産 4百万円 18百万円

※９ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

投資その他の資産 30,950百万円 30,653百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

現金及び預金勘定 54,308百万円 36,278百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△3 △3

現金及び現金同等物 54,304 36,274

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

　 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

　 株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成27年５月18日開催の取締役会において、欠損填補のため、資本準備金及び利益準備金の額の減少並び

に別途積立金等の剰余金の処分を行っております。

この結果、資本準備金が150,310百万円、その他資本剰余金258百万円、利益準備金が1,566百万円、別途積立金が

102,230百万円減少し、繰越利益剰余金が254,365百万円増加しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計アイフル
株式会社

ライフカード
株式会社

計

営業収益

外部顧客からの営業収益 14,029 6,764 20,793 855 21,649

セグメント間の内部営業収益
又は振替高

1 97 99 1 100

計 14,031 6,861 20,893 856 21,749

セグメント利益 2,603 961 3,565 61 3,626

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネクスト株式会社及びアストラ

イ債権回収株式会社等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調

整に関する事項）

利益 金額（百万円)

報告セグメント計 3,565

「その他」の区分の利益 61

セグメント間取引消去 △39

四半期連結損益計算書の親会社株主に帰属
する四半期純利益

3,587
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当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計アイフル
株式会社

ライフカード
株式会社

計

営業収益

外部顧客からの営業収益 13,605 7,000 20,605 1,110 21,716

セグメント間の内部営業収益
又は振替高

2 97 99 ― 99

計 13,607 7,097 20,705 1,110 21,816

セグメント利益 2,285 1,003 3,288 255 3,544

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネクスト株式会社及びアストラ

イ債権回収株式会社等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調

整に関する事項）

利益 金額（百万円)

報告セグメント計 3,288

「その他」の区分の利益 255

セグメント間取引消去 △130

四半期連結損益計算書の親会社株主に帰属
する四半期純利益

3,413
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 7円46銭 7円07銭

　親会社株主に帰属する四半期純利益 3,587百万円 3,413百万円

　普通株主に帰属しない金額 ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 3,587百万円 3,413百万円

　普通株式の期中平均株式数 480,951,255株 482,616,382株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 7円42銭 7円06銭

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 ― ―

　普通株式増加数 2,439,760株 997,352株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―
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(重要な後発事象)

（金融支援の対象債権に係る債務の完済の合意）

当社及び一部の連結子会社において事業再生計画に基づく金融支援を受けておりましたが、残存債務については、

平成26年６月13日開催の債権者会議において、同年７月10日に債務の一部を弁済したうえで、引き続き金融支援を

継続していただいております。

平成26年７月より継続していただいておりました金融支援に係る債務52,700百万円については、平成27年７月10

日付「金融支援の対象債権に係る債務の完済に関するお知らせ」に記載のとおり、当該債務について最終弁済期日

を変更し完済することを対象債権者の皆様と合意しております。

変更内容については次の通りであります。

(1) 対象債権に係る債務の最終弁済期日の変更

変更前：平成32 年４月末日迄

　変更後：平成27 年９月末日迄

(2) 対象債権に係る債務の弁済原資

当社及び一部の連結子会社が、対象債権に係る債務の弁済に充当する資金について、主要行を中心とした金融機

関より新たな借入を行います。

(3) 損益に対する影響及び今後の見通し

本件は、債務の借換え手続きであり、連結の損益に与える影響は軽微であります。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年８月６日

アイフル株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 尾 仲 伸 之 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩 淵 貴 史 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアイフル株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アイフル株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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